
 
平成２０年３月１４日 

経 済 産 業 省 

 

「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」及び     

「特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画」の改定について 

 
 「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に基づき、「特定放射性廃棄

物の最終処分に関する基本方針」及び「特定放射性廃棄物の最終処分に関する

計画」の改定について、平成２０年３月１４日に閣議決定が行われました。 
 
 
１．特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針 

 現行の「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」は、「特定放射

性廃棄物の最終処分に関する法律（平成１２年法律第１１７号。以下「最

終処分法」という。）に基づき、平成１２年９月に閣議決定されたものであ

り、特定放射性廃棄物の処分の基本的方向等を記載しています。 
 今般の同法の改正により、原子力発電環境整備機構が行う処分の対象に、

長半減期低発熱放射性廃棄物（ＴＲＵ廃棄物）※の一部等が追加されたこと

を踏まえ、改定を行うものです。 
 
＜改定の主な概要＞ 
 ○最終処分法の改正に伴い、ＴＲＵ廃棄物に関する規定を追加。 
 ○処分事業に係る安全規制の整備を踏まえ、関連する記述を改正。 
 ○処分事業の必要性や喫緊性を強調。 
 ○処分に係る技術開発の連携・協力等について規定を追加。 
 ○国民全般との相互理解を深めるための活動の内容を明確化。 
 ○電源三法交付金制度に基づく地域支援措置等について明示。 
 
※ 長半減期低発熱放射性廃棄物（ＴＲＵ廃棄物）：使用済燃料の再処理等の工程で発生する、  

ウランよりも原子番号の大きい元素（Trans-Uranium）を含む廃棄物 

 
２．特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画 

 現行の「特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画」は、最終処分法に



基づき、平成１７年１０月に閣議決定されたものであり、特定放射性廃棄

物の量及びその見込みや、概要調査地区等の選定時期、処分施設の規模等

を記載しています。 
 今般の最終処分法の改正により、原子力発電環境整備機構が行う最終処

分の対象にＴＲＵ廃棄物の一部等が追加されたことを踏まえ、改定を行う

ものです。 
 
＜改定の主な概要＞ 
○法改正に伴い、ＴＲＵ廃棄物の発生量等に関する規定を追加。 
○処分事業に係る安全規制の整備を踏まえ、関連する記述を改正。 
○最新の状況を考慮して、概要調査地区等の選定時期の目途を改定。 
 
 
 

概要調査地区選定 精密調査地区選定 最終処分施設建設地選定 最終処分の開始時期

現 行 平成20年代前半 平成30年代後半 平成40年代後半

↓ ↓ ↓

改 定 平成20年代中頃 平成40年前後 平成40年代後半

概要調査文献調査 処分施設建設精密調査

精密調査地区選定 建設地選定 処分開始 
 
 
 
 
３．今までの経緯 
  ２月 ６日 総合資源エネルギー調査会電気事業分科会原子力部会了承 
  ２月１８日 原子力委員会及び原子力安全委員会に諮問 
  ２月２６日 原子力委員会から答申 
  ３月 ３日 原子力安全委員会から答申 
 
４．今後のスケジュール 

閣     議 平成２０年３月１４日（金） 
公     布 平成２０年３月２１日（金） 
施     行 平成２０年４月 １日（火） 
 

（本発表資料のお問い合わせ先） 
 資源エネルギ－庁 電力・ガス事業部 放射性廃棄物等対策室

  担当者：大浅田補佐、廣田係長 

  電 話：０３－３５０１－１５１１（内線 ４７８１～４）

      ０３－３５０１－１９９２（直通） 

 



特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針

平成２０年３月１４日
閣 議 決 定

特定放射性廃棄物には、発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済
燃料の再処理に伴い使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分
離した後に残存する物を固型化した物及び代替取得により取得した物
（以下「第一種特定放射性廃棄物」という ）と、当該使用済燃料の再。
処理等に伴い、使用済燃料等によって汚染された物を固型化し、又は
容器に封入した物であって、長期間にわたり環境に影響を及ぼすおそ
れがあるもの（以下「第二種特定放射性廃棄物」という ）とがある。。

これらの特定放射性廃棄物は、多量の放射性物質を含み、その放射
能が高い、又はその放射能の減衰に長期間を要するため、地下深部に
設けられた最終処分施設に適切に埋設することにより、人間の生活環
境から隔離して安全に最終処分することが必要である。

最終処分事業は、国のエネルギー政策を推進していく上での最重要
、 、課題の一つであるとともに 極めて長期にわたる事業であることから

安全性の確保を大前提としつつ、安定的かつ着実に進めていくことが
必要である。また、概要調査地区、精密調査地区及び最終処分施設建
設地（以下「概要調査地区等」という ）の選定や最終処分の実施を。
円滑に実現していくためには、概要調査地区等の選定に係る関係住民
及び国民の理解と協力を得ることが極めて重要であり、事業の各段階
における相互理解を深めるための活動や情報公開の徹底等を図る必要
がある。さらに、これまでの原子力発電の利用に伴い、既に特定放射
性廃棄物が発生していることから、速やかに概要調査地区等の選定に
着手し、着実に最終処分事業を進めていく必要がある。
そのため、国、原子力発電環境整備機構（以下「機構」という 、。）

発電用原子炉設置者及び再処理施設等設置者（以下「発電用原子炉設
置者等」という ）その他関係研究機関が適切な役割分担と相互の連。
携の下、関係住民及び国民の理解と協力を得ながら、それぞれの責務
を果たしていくことが重要である。

本基本方針は、このような認識の下、特定放射性廃棄物の最終処分
、 。を計画的かつ確実に実施させるため 必要な事項を定めるものである

なお、最終処分事業が極めて長期にわたる事業であることから、本
基本方針は、今後の技術の変化等、事情の変更に応じて、所要の見直
しを行うものとする。

第１ 特定放射性廃棄物の最終処分の基本的方向

第一種特定放射性廃棄物は、固型化した当初は放射能が非常に高く



発熱量も高い状態にあるが、時間の経過とともに放射能が減衰し発熱
量も減少することから、３０年から５０年間程度貯蔵した後、順次、
安全性を確認しつつ、最終処分することとする。

第二種特定放射性廃棄物は、第一種特定放射性廃棄物と比べて、そ
の放射能及び発熱量は相対的に低いものの、当該放射能の減衰に長期
間を要するため、固型化し、又は容器に封入した上で、順次、安全性
を確認しつつ、最終処分することとする。

機構は、貯蔵期間を終了した特定放射性廃棄物を円滑に最終処分す
ることができるよう、適切な時期までに十分な規模及び年間処分能力
を有する最終処分施設を設置し、当該施設において安全かつ確実に最
終処分を行うものとする。

第２ 概要調査地区等の選定に関する事項

機構は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律（以下「法」と
いう ）の規定に従い、概要調査地区等の選定を行うものとする。こ。
の際、概要調査地区の中から精密調査地区を、精密調査地区の中から
最終処分施設建設地を選定するものとする。

国は、機構による概要調査地区等の選定過程を監督するとともに、
機構の申請を受けて概要調査地区等の所在地を最終処分計画に定めよ
うとするときには、当該概要調査地区等を管轄する都道府県知事及び
市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない。

なお、概要調査地区等の選定主体は機構であるが、国は特定放射性
、廃棄物の最終処分に関する政策を含む原子力政策を担当する立場から

発電用原子炉設置者等は特定放射性廃棄物の発生者としての基本的な
責任を有する立場から、機構が行う概要調査地区等の選定に積極的に
協力することが必要である。

第３ 概要調査地区等の選定に係る関係住民の理解の増進のための施
策に関する事項

概要調査地区等の選定においては、関係住民の理解と協力を得るこ
とが極めて重要であり、そのためには、相互理解促進活動や情報公開
を徹底し透明性を確保することが必要である。

機構、国及び発電用原子炉設置者等は、相互理解促進活動や情報公
開を行うに当たっては、生活様式や居住環境が地域や人によって異な

、 、 、ることを踏まえ 説明会の開催 図書館や公的集会所への資料の陳列
広報紙や広告等への掲載やインターネットの活用等、情報へのアクセ
ス手段を多様化し、より多くの人々が必要な情報を入手できるように
することが重要である。また、求められる情報の提供に誠実に対応す
るとともに 情報が正確であるだけではなく 情報を受け取る側にとっ、 、



てわかりやすいものとすることに努力する必要がある。
機構は、概要調査地区等の選定に関し、それぞれ文献調査、概要調

、査及び精密調査の結果や選定の理由等を記載した報告書の作成や縦覧
報告書の内容を周知させるための関係都道府県内における説明会の開

、 、催を行うほか 報告書の内容について意見書を提出する機会の設定等
関係住民の意見を聴く機会を設け、その反映に努めることが必要であ
る。

国は、機構から得た選定に関する情報、最終処分に関する技術的情
報等を含め、特定放射性廃棄物の最終処分に関する必要かつ十分な情
報の公開に努めるとともに、その政策的位置づけや安全性の確保のた
めの取組を明確にし、特定放射性廃棄物の最終処分に関する政策に対
し、関係住民の理解を得るよう努めるものとする。また、国及び関係
地方公共団体は、機構による概要調査地区等の選定にあたり、十分な
情報交換を行うとともに、円滑な意思疎通を行うよう努めることが必
要である。

発電用原子炉設置者等は、特定放射性廃棄物の発生者としての基本
的な責任を有することから、特定放射性廃棄物の最終処分に関する関
係住民の理解を得るための活動を、機構及び国と連携しつつ、実施す
ることが必要である。

第４ 特定放射性廃棄物の最終処分の実施に関する事項

最終処分は、特定放射性廃棄物のまわりに人工的に設けられる複数
の障壁（人工バリア）と、特定放射性廃棄物に含まれる物質を長期に
わたって固定する天然の働きを備えた地層（天然バリア）とを組み合
わせることによって、特定放射性廃棄物を人間環境から隔離し、安全
性を確保する「多重バリアシステム」により実施するものとする。

最終処分に当たっては、機構は、実施主体として安全性の確保を最
優先し、確実な実施を図るものとする。また、機構の最終処分業務に
充てられる拠出金は、電力消費者が電力料金の原価への算入を通じて
負担し、発電用原子炉設置者等が納付する、公共性の高い資金である
ことから、機構は、安全性の確保の前提の下、経済性及び効率性にも
留意して事業を行う必要がある。加えて、最終処分事業は極めて長期
間にわたることから、機構は技術等の変化に柔軟かつ機動的に対応で
きる体制であることが必要である。

国は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する政策を担う立場から、
その政策的位置づけを明確にしつつ、機構に対して法律と行政による
監督と規制を行うものとする。国は、最終処分に関する安全の確保の
ための規制に関する法律を整備したところであり、その他規制に関す
る事項について、原子力安全委員会における検討等を踏まえつつ、適
切な時期に整備し、これらの法律等を厳正に運用することが必要であ



る。その際、国は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する安全性の確
保のための取組について、情報の公開に努め、国民との相互理解を深
めるように努めるものとする。

発電用原子炉設置者等は、特定放射性廃棄物の発生者としての基本
的な責任を有することから、法に基づき拠出金を納付する義務を負う
ほか、特定放射性廃棄物の機構への適切な引渡、機構に対する人的及
び技術的支援等を行うことが必要である。

第５ 特定放射性廃棄物の最終処分に係る技術の開発に関する事項

特定放射性廃棄物の最終処分に係る技術の開発のうち、機構は、最
終処分事業の安全な実施、経済性及び効率性の向上等を目的とする技
術開発を担当するものとし、国及び関係研究機関は、最終処分の安全
規制・安全評価のために必要な研究開発、深地層の科学的研究等の基
盤的な研究開発及び地層処分技術の信頼性の向上に関する技術開発等

。 、を積極的に進めていくものとする 当該技術開発等の成果については
最終処分事業や国の安全規制において有効に活用されることが重要で
ある。このため、国及び関係研究機関は、全体を俯瞰して総合的、計
画的かつ効率的に当該技術開発等を進められるよう連携及び協力する
ものとする。

さらに、最終処分に関する国民との相互理解を深め、最終処分事業
を円滑に推進するための社会的側面に関する研究開発も進めていくこ
とが重要である。また、国は、最終処分に関する研究者や技術者を養
成し、確保する方策について、関係研究機関と協力しつつ、検討して
いくことが重要である。

第６ 特定放射性廃棄物の最終処分に関する国民の理解の増進のため
の施策に関する事項

最終処分事業は、概要調査地区等に係る関係住民のみならず、原子
力発電の便益を受ける国民の理解と協力を得ながら進めていくことが
重要である。このため、国、機構、発電用原子炉設置者等及び関係研
究機関は、相互に連携しつつ、特定放射性廃棄物の最終処分その他原
子力に関する、広報の充実、強化及び必要かつ十分な情報公開に努め
るものとする。

国は、最終処分に関する知識を普及し、国民の関心を深めるため、
エネルギー、原子力、放射性廃棄物に関する広報や教育、学習の機会
を増やすものとする。具体的には、例えば、シンポジウムや説明会の
開催、広報素材による情報提供、教育機関に対する情報提供、専門家

、 。の派遣 深地層の研究施設等を活用した学習機会の提供が必要である
機構は、最終処分事業の必要性や安全性等について、国民の理解を



得るため、広報誌による情報提供や、様々な広告媒体を通じた広報活
動等、幅広い相互理解促進活動を行う必要がある。

発電用原子炉設置者等は、原子力に関する広報に努めるとともに、
特定放射性廃棄物の発生者としての基本的な責任を有することから、
特定放射性廃棄物の最終処分等に関し、ＰＲ施設の活用や様々な広告
媒体を通じた広報活動等を実施し、国民の理解を得るための活動に積
極的に取り組むことが必要である。

関係研究機関は、最終処分の安全性、信頼性について、分かりやす
い情報発信に努めるとともに、深地層の研究施設等においては、当該
研究施設や研究開発の内容の積極的な公開等を通じて、特定放射性廃
棄物の最終処分に関する国民との相互理解促進に貢献していくことが
重要である。

さらに、最終処分事業に関心を有する地域及びその関連する地域に
、 、 、 、おいては 国 機構及び発電用原子炉設置者等が 相互に連携しつつ

それらの地域の関係住民に対して、最終処分の安全性、概要調査地区
等の選定に係る手続きや最終処分事業と地域との共生等について、き
め細かな相互理解促進活動を行うことが重要である。

また、機構及び国は、最終処分業務に必要な費用として拠出金を徴
収することについて、国民の理解を得られるよう、拠出金の算定根拠
を明らかにするものとする。

第７ その他特定放射性廃棄物の最終処分に関する重要事項

機構が行う最終処分事業は、原子力の推進を通じて、国民全般に利
益をもたらすものである。また、当該事業は、概要調査地区等に係る
関係住民との共生関係を築き、あわせて、地域の自立的な発展、関係
住民の生活水準の向上や地域の活性化につながるものであることが極
めて重要である。そのため、国は、文献調査段階から、電源三法（電

、 、 ）源開発促進税法 特別会計に関する法律 発電用施設周辺地域整備法
に基づく交付金等の地域支援措置を講じ、地域の振興に資することが
重要である。機構は、最終処分事業と地域との共生について、関係地
方公共団体が地域の特性をいかした多様な方策を主体的に検討するこ
とができるよう協力することが重要である。また、国及び発電用原子
炉設置者等は、その実施に当たり、機構と一体となって総合的に取り
組むことが必要である。また、機構は、最終処分事業の実施に当たっ
ては、機構と関係住民との様々な交流を積極的に図り、機構と地域の
一体感を深めるよう努めることが重要である。

国は、最終処分事業が長期にわたる事業であることにかんがみ、経
済事情の変化、技術進歩や安全規制体系の整備等による事情の変更等
に的確に対応できるよう、最終処分業務に必要な費用の見直しを柔軟
に行うこととする。また、国は、最終処分積立金が安全かつ確実に運



用され、かつ、確実に最終処分業務の実施に充てられるよう、指定法
人を指導、監督するものとする。

国及び関係研究機関は、最終処分の負担軽減等を図るため、長寿命
核種の分離変換技術の研究開発について、国際協力、国際貢献の視点
等も加味するとともに、定期的な評価を行いつつ、着実に推進するこ
とが必要である。



特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画

平成２０年３月１４日
閣 議 決 定

第１ 発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を
行った後に生ずる特定放射性廃棄物の量及びその見込み

１ 第一種特定放射性廃棄物の量及びその見込み
(1) 平成１１年１２月３１日以前の発電用原子炉の運転に伴って生

じた使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる第一種特定放射性
廃棄物の量は、約１３，３００本と見込まれる。

(2) 平成１２年１月１日から平成１８年１２月３１日までの発電用
原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に
生ずる第一種特定放射性廃棄物の量は、約７，１００本と見込ま
れる。

(3) 平成１９年１月１日から平成２８年１２月３１日までの発電用
原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に
生ずる第一種特定放射性廃棄物の量は、電気事業法第２９条第１
項の規定により経済産業大臣に届け出られた供給計画（平成１９
年度）等を基礎として算定した結果、代替取得を行った場合、以
下の表のとおりと見込まれる。
年 左欄の年における発電用原子炉の運転に伴って生じる
平成 使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる第一種特定（ ）

放射性廃棄物の量の見込み（本）
１９ 約１，１００
２０ 約１，１００
２１ 約１，２００
２２ 約１，３００
２３ 約１，３００
２４ 約１，４００
２５ 約１，４００
２６ 約１，５００
２７ 約１，６００
２８ 約１，５００

(4) 平成２９年以降の各年における発電用原子炉の運転に伴って生
じた使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる第一種特定放射性
廃棄物の量を平成２８年と同程度という前提をおいた場合、それ
ぞれ当該時点までの発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃
料の再処理等を行った後に生ずる第一種特定放射性廃棄物の量の
総量は、平成３３年頃には約４万本に達するものと見込まれる。



(5) これまでの発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再
処理等を行った後に生じた第一種特定放射性廃棄物の国内での貯
蔵量は、平成１９年３月３１日時点で、１，５５１本である。

２ 第二種特定放射性廃棄物の量及びその見込み
(1) 平成１９年１２月３１日以前の発電用原子炉の運転に伴って生

じた使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる第二種特定放射性
廃棄物の量は、約４，１００ｍ と見込まれる。３

(2) 平成２０年１月１日から平成２９年１２月３１日までの発電用
原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に
生ずる第二種特定放射性廃棄物の量は、原子力発電における使用
済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律
第４条の規定により経済産業大臣に届け出られた事項（平成１９
年度）等を基礎として算定した結果、代替取得を行った場合、以
下の表のとおりと見込まれる。
年 左欄の年における発電用原子炉の運転に伴って生じる
平成 使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる第二種特定（ ）

放射性廃棄物の量の見込み（ｍ ）３

２０ 約１００
２１ 約２００
２２ 約２００
２３ 約３００
２４ 約３００
２５ 約４００
２６ 約４００
２７ 約４００
２８ 約４００
２９ 約４００

(3) 発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を
行った後に生ずる第二種特定放射性廃棄物の量の総量は、現在の
再処理施設等の操業計画等を勘案すると、約１８，１００ｍ と見３

込まれる。
(4) これまでの発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再

処理等を行った後に生じた第二種特定放射性廃棄物の国内での貯
蔵量は、平成１９年３月３１日時点で、約３，２３１ｍ である。３

第２ 前号の特定放射性廃棄物の最終処分を行う時期及びその量並び
にこれに必要な最終処分施設の規模及び能力に関する事項

１ 前号の特定放射性廃棄物の最終処分を行う時期及びその量
前号の特定放射性廃棄物の最終処分は、平成４０年代後半を目途



として開始する。
現在建設中の六ケ所再処理施設の本格稼働時における第一種特定

放射性廃棄物の年間発生量等を勘案し、最終処分の開始後、最終処
分される第一種特定放射性廃棄物の量は、年間約１千本とする。

また、最終処分の開始後、最終処分される第二種特定放射性廃棄
物の量は、当該最終処分の開始時点において貯蔵されている第二種
特定放射性廃棄物の量や、それ以降の第二種特定放射性廃棄物の発
生量等を勘案し、操業期間中にそれらの廃棄物を計画的に最終処分
することができる量とする。

２ 最終処分施設の規模及び能力
、一施設当たりの第一種特定放射性廃棄物の最終処分施設の規模は

４万本以上の第一種特定放射性廃棄物を最終処分することができる
規模とする。

必要とされる第一種特定放射性廃棄物の最終処分施設の能力は、
年間約１千本の第一種特定放射性廃棄物を最終処分することができ
る能力とする。

また、一施設当たりの第二種特定放射性廃棄物の最終処分施設の
規模は、１９，０００ｍ 以上の第二種特定放射性廃棄物を最終処分３

することができる規模とする。
必要とされる第二種特定放射性廃棄物の最終処分施設の能力は、

当該最終処分の開始時点において貯蔵されている第二種特定放射性
廃棄物の量や、それ以降の第二種特定放射性廃棄物の発生量等を勘
案し、操業期間中にそれらの廃棄物を計画的に最終処分することが
できる能力とする。

第３ 概要調査地区等の選定及び最終処分施設の設置に関する事項
概要調査地区等の選定については、おおむね、次のような計画に

従い、行うものとする。なお、第一種特定放射性廃棄物と第二種特
定放射性廃棄物をそれぞれ別の最終処分施設建設地で最終処分する
方法も、また、同一の最終処分施設建設地に併置して最終処分する

。 （ 「 」 。）方法も可能である 原子力発電環境整備機構 以下 機構 という
、 、 、は 関係住民の理解を前提に 概要調査地区等の選定過程を通じて

処分する方法を決定するものとする。

１ 機構は、文献調査を実施した後、概要調査を実施し、平成２０年
代中頃を目途に精密調査地区を選定し、平成４０年前後を目途に最
終処分施設建設地を選定するものとする。

２ 機構は、最終処分施設建設地において、別に法律で定める安全の
確保のための規制に従い、最終処分施設を建設し、平成４０年代後



半を目途に最終処分を開始するものとする。

第４ 特定放射性廃棄物の最終処分の実施の方法に関する事項
最終処分は、特定放射性廃棄物のまわりに人工的に設けられる複

数の障壁（人工バリア）と、特定放射性廃棄物に含まれる物質を長
期にわたって固定する天然の働きを備えた地層（天然バリア）とを
組み合わせることによって、特定放射性廃棄物を人間環境から隔離
する「多重バリアシステム」により実施するものとする。

最終処分の実施の方法の詳細、最終処分施設の閉鎖までの期間及
び閉鎖後の措置等については、最終処分の安全の確保のための規制
に関する法律が整備されたことやその他規制に関する検討等を踏ま
え、決定していくものとする。

国は、引き続き、最終処分に関する安全の確保のための規制に関
、 、する事項について 原子力安全委員会における検討等を踏まえつつ

適切な時期に整備していくものとする。

第５ その他特定放射性廃棄物の最終処分の実施に関し必要な事項
、 、 、国 関係研究機関及び機構は それぞれの役割分担を踏まえつつ

密接な連携の下、概要調査地区等の選定に関する計画を勘案し、特
定放射性廃棄物の最終処分にかかる研究開発を着実に進めていくこ
ととする。

機構は、最終処分の実施については最新の知見を十分反映して行
うものとする。


